
議会だより議会だより 第第203203号号
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清川村マスコットキャラクター
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■ 議案審議の結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ②〜③
■ 専決処分、条例改正、令和６年度補正予算、陳情、意見書の提出 ・・・・・・・ ③〜⑤
■ 一般質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑥〜⑫
■ 議員活動報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑬
■ 他議会の行政視察の受入など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⑭

清川村議会HP

12月定例会

「岩手県岩手町議会」などの行政視察を受入
（ 関連は⑭ページ ）

村の花　ミツバツツジ

水水と緑緑あふれる心心のふるさと



１２月５日から１３日までの９日間を会期として開きました
12月定例会では、一般質問のほか、専決処分の承認、条例改正及び令和６年度補正予算

などを審議し可決しました。

議 案 審 議 の 結 果
提 出 議決日 件　　　　名

審
議
結
果

小
林
大
介

落
合
美
和

細
野
賢
一

笹
原
和
織

山
本
雅
彦

城
所
英
樹

藤
田
義
友

村長 12月13日

専決処分の承認を求めることについて
（令和６年度清川村一般会計補正予算（第３号））

承
認 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

清川村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
の一部を改正する条例について

可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

清川村長等常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正
する条例について

可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

清川村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
について

可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

清川村パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当
及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について

可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

清川村放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例について 可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

令和６年度清川村一般会計補正予算（第４号） 可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

令和６年度清川村国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

12 月 定 例 会
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専
決
処
分

令
和
６
年
度
清
川
村
一
般

会
計
補
正
予
算
（
第
3

号
）令

和
６
年
10
月
９
日
の
衆

議
院
の
解
散
に
伴
い
、
衆
議

院
議
員
総
選
挙
お
よ
び
最
高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
を

行
う
べ
き
事
由
が
生
じ
、
10

月
15
日
公
示
、
10
月
27
日
投

開
票
と
さ
れ
予
算
の
執
行
に

急
施
を
必
要
と
し
た
た
め
、

専
決
処
分
し
た
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
承
認

条
例
改
正

清
川
村
議
会
議
員
の
議
員

報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期

末
手
当
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正

令
和
６
年
８
月
の
人
事
院

勧
告
に
伴
い
、
期
末
手
当
の

支
給
率
に
つ
い
て
、
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

清
川
村
長
等
常
勤
の
特

別
職
の
職
員
の
給
与
に
関

す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

令
和
６
年
８
月
の
人
事
院

勧
告
に
伴
い
、
期
末
手
当
の

支
給
率
に
つ
い
て
、
所
要
の

改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

清
川
村
一
般
職
の
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正

令
和
６
年
８
月
の
人
事
院

勧
告
に
伴
い
、
給
料
表
の
改

定
、
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手

当
の
支
給
率
に
つ
い
て
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

清
川
村
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及

び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正

令
和
６
年
８
月
の
人
事
院

勧
告
に
伴
い
、
期
末
手
当
及

び
勤
勉
手
当
の
支
給
率
に
つ

い
て
、
所
要
の
改
正
を
行
う

も
の
で
す
。全

員
賛
成
で
可
決

提 出 議決日 件　　　　名
審
議
結
果

小
林
大
介

落
合
美
和

細
野
賢
一

笹
原
和
織

山
本
雅
彦

城
所
英
樹

藤
田
義
友

村長

12月13日

令和６年度清川村介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

令和６年度清川村簡易水道事業会計補正予算（第２号） 可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

令和６年度清川村公共下水道事業会計補正予算（第２号） 可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

陳情 「再審法改正を求める意見書」採択に関する陳情 採
択 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

議員 再審法改正を求める意見書の提出について 可
決 ○ ○ ○ 欠 ○ ○ ○

※細野洋一議長は、採決に加わりません。　「〇」は賛成、「●」は反対、「欠」は欠席を表します。
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条
例
改
正

清
川
村
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例

ひ
ま
わ
り
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
は
、
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
ひ
ま
わ
り
館
を
活
動
場

所
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
利

用
す
る
児
童
数
の
増
加
に
対

応
し
、
児
童
の
遊
び
場
の
確

保
な
ど
を
図
る
た
め
、
清
川

幼
稚
園
内
に
活
動
場
所
を
移

動
す
る
た
め
、
所
要
の
改
正

を
行
う
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

令
和
６
年
度
補
正
予
算

一
般
会
計

既
定
の
予
算
額
に
２
８
２

１
万
５
千
円
を
追
加
し
、
総

額
26
億
９
０
４
７
万
９
千
円

と
し
ま
し
た
。

主
な
補
正
内
容
は
、
歳
出

で
は
、
人
事
院
勧
告
な
ど
に

伴
う
人
件
費
の
補
正
の
ほ
か
、

ひ
ま
わ
り
放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
の
活
動
場
所
の
移
転
に
伴

う
利
用
施
設
の
改
修
経
費
や
、

令
和
５
年
度
に
実
施
し
た
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ

ン
の
追
加
接
種
に
係
る
国
庫

補
助
金
の
確
定
に
伴
う
返
還

金
お
よ
び
保
育
所
な
ど
へ
の

入
所
に
係
る
経
費
や
重
度
な

障
害
者
の
医
療
費
助
成
金
、

帯
状
疱ほ

う
疹
の
予
防
接
種
に
係

る
助
成
金
、
保
険
給
付
費
の

増
加
に
伴
う
介
護
保
険
事
業

特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
、
村

道
な
ど
の
維
持
補
修
費
な
ど
、

各
事
務
事
業
の
執
行
に
伴
い
、

一
部
不
足
す
る
経
費
の
増
額

補
正
、
ま
た
、
当
初
の
見
込

み
を
下
回
る
こ
と
が
予
測
さ

れ
る
下
水
道
施
設
の
電
気
料

金
や
各
小
・
中
学
校
に
お
け

る
県
費
負
担
職
員
の
配
置
決

定
な
ど
に
伴
う
減
額
補
正
を

す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
歳
入
で
は
、
保
育

所
入
所
事
業
及
び
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
運
営
事
業
に
お
け

る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
活

動
場
所
の
移
転
に
伴
う
経
費

の
一
部
に
充
当
さ
れ
る
国
庫

支
出
金
お
よ
び
県
支
出
金
を

増
額
補
正
す
る
ほ
か
、
村
内

の
交
通
事
故
多
発
件
数
が
少

な
っ
た
こ
と
か
ら
不
交
付
と

な
っ
た
交
通
安
全
対
策
特
別

交
付
金
を
減
額
補
正
す
る
と

共
に
、
収
支
の
均
衡
を
図
る

た
め
、
基
金
か
ら
の
繰
入
金

を
増
額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

国
民
健
康
保
険
事
業

既
定
の
予
算
総
額
に
４
３

８
８
万
円
を
追
加
し
、
総
額

を
４
億
１
４
８
６
万
２
千
円

と
し
ま
し
た
。

補
正
の
内
容
は
、
歳
出
で

は
、
一
般
管
理
費
に
お
け
る

人
事
院
勧
告
な
ど
に
伴
う
人

件
費
の
補
正
の
ほ
か
、
一
般

被
保
険
者
療
養
給
付
費
お
よ

び
一
般
被
保
険
者
高
額
療
養

費
を
増
額
補
正
す
る
も
の
で

す
。ま

た
、
歳
入
で
は
、
保
険

給
付
費
等
交
付
金
の
増
額
お

よ
び
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

金
を
増
額
補
正
す
る
も
の
で

す
。

全
員
賛
成
で
可
決

介
護
保
険
事
業

既
定
の
予
算
総
額
に
９
４

５
万
６
千
円
を
追
加
し
、
総

額
を
３
億
６
３
８
７
万
１
千

円
と
し
ま
し
た
。

補
正
の
内
容
は
、
歳
出
で

は
、
人
件
費
の
補
正
の
ほ
か
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
件
数

の
増
加
に
伴
う
保
険
給
付
費

を
増
額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
歳
入
で
は
、
一
般

会
計
繰
入
金
の
ほ
か
、
介
護

給
付
費
の
増
に
伴
う
国
庫
負

担
金
な
ど
の
増
額
補
正
お
よ

び
財
源
と
し
て
基
金
を
充
当

す
る
た
め
、
基
金
繰
入
金
を

増
額
補
正
す
る
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

現在のクラブ居室。４月から幼稚園内に

議会会議録がホームページからご覧になれます。
● 会議録検索システムでは、平成19年３月からの本会議の会議録が閲覧・検索できます。
● 本会議の日程や議案審議、一般質問の質疑応答などがご覧いただけます。

からお入りください。清川村トップページ 清川村議会 会議録

清川村HPアドレス https://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp または、清川村議会会議録検索システム
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令
和
６
年
度
補
正
予
算

簡
易
水
道
事
業
会
計

収
益
的
収
入
及
び
支
出
に

つ
い
て
、
収
入
は
既
決
予
定

額
２
億
２
４
６
万
１
千
円
に

補
正
予
定
額
39
万
１
千
円
を

増
額
し
補
正
後
額
を
２
憶

２
８
５
万
２
千
円
に
、
支
出

は
既
決
予
定
額
１
億
９
７
２

７
万
４
千
円
に
補
正
予
定
額

２
０
万
６
千
円
を
増
額
し
補

正
後
額
を
１
億
９
７
４
８
万

円
と
す
る
も
の
で
す
。

補
正
の
主
な
内
容
は
、
支

出
で
は
、
人
件
費
の
ほ
か
、

公
営
企
業
会
計
移
行
事
業
に

よ
る
委
託
料
お
よ
び
企
業
債

利
子
な
ど
を
補
正
す
る
も
の

で
す
。

収
入
で
は
、
一
般
会
計
補

助
金
で
、
収
益
的
収
入
及
び

支
出
の
増
額
、
資
本
的
収
入

及
び
支
出
中
、
資
本
的
収
入

額
が
資
本
的
支
出
額
に
対
す

る
不
足
額
へ
の
補
填
財
源
の

額
を
そ
れ
ぞ
れ
補
正
す
る
ほ

か
、
継
続
事
業
企
業
債
な
ど

を
補
正
す
る
も
の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

公
共
下
水
道
事
業

収
益
的
収
入
及
び
支
出
に

つ
い
て
、
収
入
は
、
既
決
予

定
額
３
憶
７
７
２
９
万
３
千

円
に
補
正
予
定
額
６
３
５
万

３
千
円
を
減
額
し
補
正
後
額

を
３
憶
７
０
９
４
万
円
に
、

支
出
は
既
決
予
定
額
３
憶

７
０
８
０
万
６
千
円
に
補
正

予
定
額
６
５
５
万
３
千
円
を

減
額
し
補
正
後
額
を

3
億
6
4
2
5
万
3
千
円
と

す
る
も
の
で
す
。

ま
た
、
資
本
的
収
入
及
び

支
出
に
つ
い
て
、
収
入
で
は

既
決
予
定
額
２
億
９
７
８
４

万
２
千
円
に
補
正
予
定
額

８
４
６
７
万
３
千
円
を
減
額

し
補
正
後
額
を
２
億
１
３
１

６
万
９
千
円
に
、
支
出
は
既

決
予
定
額
３
憶
５
５
２
０
万

９
千
円
に
補
正
予
定
額

８
４
６
７
万
３
千
円
を
減
額

し
補
正
後
額
を
２
憶
７
０
５

３
万
６
千
円
と
す
る
も
の
で

す
。

補
正
の
主
な
内
容
は
、
支

出
で
は
、
人
件
費
の
補
正
の

ほ
か
、
下
水
道
施
設
の
電
気

料
、
下
水
道
施
設
長
寿
命
化

計
画
に
基
づ
く
施
設
、
設
備

の
改
築
工
事
に
係
る
工
事
請

負
費
な
ど
を
補
正
す
る
も
の

で
す
。

収
入
で
は
、
一
般
会
計
補

助
金
、
企
業
債
お
よ
び
国
庫

補
助
金
な
ど
の
補
正
で
、
収

益
的
収
入
及
び
支
出
の
減
額
、

資
本
的
収
入
及
び
支
出
の
減

額
補
正
の
ほ
か
、
継
続
事
業

企
業
債
な
ど
を
補
正
す
る
も

の
で
す
。

全
員
賛
成
で
可
決

意
見
書
の
提
出

再
審
法
改
正
を
求
め
る
意
見
書

提
出
先
／
衆
議
院
議
長
、
参

議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、

法
務
大
臣

要
旨
／
冤え

ん
罪
は
人
権
侵
害
で

あ
り
、
冤え

ん
罪
被
害
者
の
人
権

救
済
は
地
域
住
民
の
生
命
・

財
産
を
護
る
義
務
を
有
す
る

地
方
自
治
体
に
と
っ
て
重
要

な
課
題
で
あ
る
。

冤え
ん
罪
被
害
者
を
救
済
す
る

た
め
の
制
度
と
し
て「
再
審
」

が
あ
る
が
、
現
行
法
に
は
再

審
請
求
手
続
の
審
理
の
あ
り

方
に
関
す
る
規
定
が
ほ
と
ん

ど
な
く
、
裁
判
所
の
広
範
な

裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
再
審
手
続
の

審
理
は
、
裁
判
所
や
担
当
す

る
裁
判
官
に
よ
っ
て
異
な
る

判
断
が
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

平
等
か
つ
公
平
な
手
続
が
担

保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
。よ

っ
て
、
本
村
議
会
は
、

冤え
ん

罪
被
害
者
を
迅
速
に
救
済

す
る
た
め
、
次
の
事
項
を
強

く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

１�　
再
審
請
求
手
続
に
お
け

る
証
拠
開
示
の
制
度
化

２�　
再
審
開
始
決
定
に
対
す

る
検
察
官
の
不
服
申
し
立

て
の
禁
止

陳
情

「
再
審
法
改
正
を
求
め
る
意

見
書
」採
択
に
関
す
る
陳
情

陳
情
者
／
神
奈
川
県
弁
護
士

会　
会
長　
岩
田　
武
司

全
員
賛
成
で
採
択

5



12月定例会では６人の議員が９項目の一般質問を行いました。
ページ 質問者 質問事項

７ 笹 原 和 織 ①将来に伝え守るべき村の教育とは何か
②児童・生徒の安全性に配慮した校舎と周辺の配置について

８ 藤 田 義 友 ①村道への街灯設置について

９ 小 林 大 介 ①縮小する自治体における行財政の見通しについて
②自治体を越えた中学校進学について

10 城 所 英 樹 ①空き家対策の現状と今後の活用について
②福祉の支援を受けていない方へのアウトリーチ活動について

11 細 野 賢 一 ①国土強靭
じん

化地域計画の取り組みについて

12 落 合 美 和 ① 宮ヶ瀬霊園の現状の維持管理状況および利用状況と今後の施設 
運営の見通しについて

※一般質問とは、議員が村の行財政全般にわたって、村長をはじめとする執行機関に対して質問することです。
　ここでは、質問者がまとめた原稿をもとに、その内容を掲載しています。

議員が議員が

村政を問う村政を問う

一 質般 問
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笹　

原　

現
状
の
「
学
力
」

「
体
力
」
の
状
況
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

教
育
長　
先
の
全
国
学
力
・

学
習
状
況
調
査
の
結
果
で
は
、

小
学
校
の
「
算
数
」
は
全
国

の
正
答
率
の
平
均
を
下
回
り

ま
し
た
が
、
小
学
校
の
「
国

語
」
お
よ
び
中
学
校
の
「
数

学
」
と
「
国
語
」
は
、全
国・

県
の
平
均
正
答
率
を
上
回
っ

て
い
ま
す
。

体
力
面
は
、
令
和
５
年
の

調
査
で
は
「
中
学
校
の
女
子

生
徒
」
で
ほ
ぼ
全
国
平
均
水

準
で
す
が
、「
小
学
校
の
男

女
児
童
」
お
よ
び
「
中
学
校

の
男
子
生
徒
」
で
全
国
平
均

数
値
を
上
回
り
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
に
取
組
の
成
果

と
も
言
え
ま
す
が
、
児
童
・

生
徒
数
が
少
な
い
た
め
数
値

に
一
喜
一
憂
せ
ず
、
今
後
と

も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

笹　

原　

少
人
数
教
育
の
メ

リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
を
ど

う
把
握
す
る
の
か
。

教
育
長　
メ
リ
ッ
ト
と
し
て

１
人
ひ
と
り
の
状
況
を
き
め

細
か
く
把
握
で
き
、
個
々
の

教
育
に
生
か
す
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し

て
競
争
相
手
の
不
在
や
人
間

関
係
が
固
定
し
や
す
い
こ
と
、

専
門
教
員
の
配
置
の
し
に
く

さ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

笹　

原　

デ
メ
リ
ッ
ト
を
メ

リ
ッ
ト
に
変
え
て
い
く
工
夫

と
育
成
す
べ
き
人
材
像
は
重

要
で
あ
り
、
教
育
大
綱
で
は

「
他
の
人
と
協
働
し
な
が
ら

豊
か
な
人
生
を
切
り
開
く
気

概
に
満
ち
た
人
材
」
育
成
が

謳う
た

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
少
人

数
で
は
「
自
ら
を
ラ
イ
バ
ル

に
成
長
す
る
」
こ
と
が
一
つ

の
鍵
に
な
る
と
考
え
ま
す
。

今
後
の
デ
ジ
タ
ル
環
境
の
利

活
用
に
際
し
考
慮
す
べ
き
で

は
。

教
育
委
員
会
参
事　
デ
ジ
タ

ル
環
境
の
活
用
と
共
に
、
そ

れ
を
道
具
の
一
つ
と
し
て
使

い
こ
な
せ
る
よ
う
に
、
今
後

と
も
保
護
者
・
教
員
向
け
共

に
取
り
組
み
ま
す
。

笹　

原　

少
人
数
教
育
の
デ

メ
リ
ッ
ト
に
「
閉
じ
ら
れ
た

人
間
関
係
」
が
あ
っ
た
が
、

従
来
の
地
域
に
開
か
れ
た
教

育
・
交
流
環
境
と
昨
今
の「
ク

ラ
ブ
活
動
の
地
域
化
」
を
視

野
に
入
れ
る
と
、
他
市
町
と

の
組
織
化
・
制
度
化
を
検
討

す
べ
き
と
考
え
る
が
。

教
育
委
員
会
参
事　

現
在
、

村
内
で
も
多
く
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
に
ご
協
力

い
た
だ
き
、
部
活
動
に
つ
い

て
も
近
隣
の
中
学
校
と
の
合

同
チ
ー
ム
で
の
参
加
の
実
績

が
あ
り
ま
す
。

笹　

原　

そ
こ
で
行
わ
れ
る

教
育
内
容
が
具
体
化
す
る
に

つ
れ
よ
り
具
体
的
な
学
校
イ

メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
ま
す
が
、

現
在
の
校
舎
を
含
む
内
外
の

コ
ン
セ
プ
ト
を
確
認
し
て
お

き
ま
す
。

教
育
長　

基
本
構
想
で
は

幼
・
小
・
中
が
一
つ
の
敷
地

に
入
る
こ
と
を
構
想
し
て
お

り
、
周
辺
道
路
・
通
路
の
整

備
や
校
舎
内
外
の
安
全
性
に

つ
い
て
、
校
舎
内
の
講
堂
・

運
動
場
な
ど
の
安
全
性
も
他

学
年
利
用
を
視
野
に
十
分
に

検
討
す
る
予
定
で
あ
り
、
ま

た
防
災
拠
点
を
視
野
に
入
れ

る
計
画
で
す
。

笹　

原　

回
答
の
中
で
幼
稚

園
も
入
れ
る
と
の
指
摘
で
し

た
が
、
そ
の
確
認
と
そ
れ
に

伴
う
安
全
性
の
確
保
の
質
的

な
変
化
に
加
え
、
運
営
の
相

違
か
ら
来
る
経
営
面
の
課
題

や
跡
地
利
用
の
課
題
も
増
え

ま
す
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て

確
認
し
ま
す
。

学
校
教
育
課
長　
安
全
性
に

つ
い
て
は
、
基
本
計
画
の
段

階
で
十
分
に
考
慮
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
保

育
園
を
加
え
る
点
に
つ
い
て

も
今
後
よ
く
検
討
し
ま
す
。

将来に伝え守るべき村の教育とは何か
～ 少人数教育のデメリットを

メリットに変えていくには ～
笹原 和織 議員

児童・生徒の安全性に
 配慮した校舎と周辺の配置について

～ 今後も検討を重ねていく ～
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藤　

田　

現
在
、「
村
道
宮

野
上
道
線
」
に
は
道
路
照
明

灯
や
防
犯
灯
が
設
置
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
夜
間
に
は
本

路
線
は
暗
く
な
り
、
歩
行
者

な
ど
に
と
っ
て
大
変
危
険
な

状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、「
村

道
宮
野
上
道
線
」
の
歩
行
者

な
ど
に
対
す
る
安
全
対
策
と

し
て
、
道
路
照
明
灯
ま
た
は

防
犯
灯
を
設
置
す
る
考
え
が

な
い
か
伺
い
ま
す
。

村

長

ま
ず
、
道
路
照
明

灯
で
す
が
、
村
は
国
土
交
通

省
が
定
め
る
道
路
照
明
施
設

設
置
基
準
や
県
が
定
め
る
道

路
照
明
灯
設
置
要
領
な
ど
を

参
考
に
、
村
道
の
橋
梁り

ょ
うや

交

差
点
部
、
道
路
交
通
量
の
多

い
路
線
を
基
本
に
現
在
、

１
０
４
基
を
設
置
し
て
い
ま

す
。ま

た
、
村
道
の
道
路
照
明

灯
は
、
令
和
６
か
ら
７
年
度

ま
で
の
２
カ
年
度
で
Ｌ
Ｅ
Ｄ

化
の
工
事
を
計
画
し
て
お
り
、

今
年
度
は
42
基
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
化

を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

次
に
、
村
内
の
防
犯
灯
で

す
が
、
現
在
５
３
５
基
を
設

置
し
て
お
り
、
新
設
に
つ
い

て
は
、
村
が
定
め
る
防
犯
灯

設
置
要
綱
に
基
づ
き
、
基
本

的
に
は
自
治
会
長
か
ら
の
申

請
を
受
け
、
村
防
犯
指
導
員

が
現
地
を
確
認
し
必
要
性
に

つ
い
て
協
議
の
上
、
設
置
し

て
い
ま
す
。

質
問
の
あ
り
ま
し
た
、
令

和
５
年
度
か
ら
７
年
度
ま
で

に
か
け
て
改
良
工
事
を
実
施

し
た
「
村
道
宮
野
上
道
線
」

の
一
部
、
１
５
８・
５
㍍
の

区
間
と「
村
道
宮
野
下
道
線
」

の
「
村
道
宮
野
線
」
と
の
交

差
点
部
か
ら
「
村
道
宮
野
上

道
線
」
ま
で
の
39
・
９
㍍
の

合
計
１
９
８・
４
㍍
の
区
間

の
道
路
照
明
灯
ま
た
は
防
犯

灯
の
設
置
に
つ
い
て
で
す
が
、

こ
の
区
間
は
、「
村
道
宮
野

線
」
と
の
交
差
点
部
と
「
村

道
宮
野
上
道
線
」
と
「
村
道

金
門
線
」
と
の
接
続
部
に
防

犯
灯
が
設
置
し
て
あ
る
こ
と

か
ら
道
路
照
明
灯
は
設
置
し

て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
区
間
に
つ
い
て
は
、

道
路
交
通
量
が
少
な
く
、
路

線
の
ほ
と
ん
ど
が
農
地
と
隣

接
し
て
い
る
ほ
か
、
道
路
を

改
良
し
た
当
時
に
住
民
皆
さ

ん
か
ら
の
要
望
な
ど
が
な

か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
道
路

照
明
灯
を
設
置
し
て
い
ま
せ

ん
。し

か
し
、
近
年
、
健
康
の

た
め
に
早
朝
や
夜
間
に
散
歩

さ
れ
る
方
が
多
く
、
歩
行
者

の
安
全
・
安
心
の
確
保
と
防

犯
対
策
は
大
変
重
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
地
元
の
自
治
会

長
や
村
防
犯
指
導
員
な
ど
と

も
相
談
し
、
設
置
に
向
け
検

討
し
ま
す
。

村道への街灯設置について
～ 歩行者に対する安全対策を ～

夕刻には暗い道に（写真は「村道宮野上道線」）

藤田 義友 議員
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小　

林　

人
口
減
少
や
少
子

高
齢
化
、
国
有
資
産
等
所
在

市
町
村
交
付
金
の
減
少
な
ど

に
よ
り
、
一
層
の
行
財
政
改

革
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
が
、

村
づ
く
り
ア
ン
ケ
ー
ト
を
踏

ま
え
た
市
町
村
合
併
の
検
討

は
。

総
務
課
長　
ア
ン
ケ
ー
ト
の

結
果
、
33
％
の
方
が
合
併
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
回

答
し
、
16
％
が
市
町
村
合
併

の
長
所
や
短
所
が
分
か
ら
な

い
な
ど
の
理
由
で
判
断
で
き

な
い
と
回
答
し
て
い
ま
す
。

　
今
後
も
、
定
期
的
に
情
報

提
供
し
、
村
民
の
皆
さ
ま
と

一
体
と
な
っ
た
村
政
運
営
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

小　

林　

安
定
的
な
行
政
運

営
の
た
め
の
村
職
員
の
定
数

と
離
職
・
休
職
の
問
題
に
つ

い
て
の
考
え
は
。

総
務
課
長　
令
和
３
か
ら
５

年
度
ま
で
の
退
職
者
数
は
24

人
、
う
ち
自
己
都
合
な
ど
に

よ
る
退
職
が
21
人
で
あ
る
の

に
対
し
、
採
用
者
数
は
20
人

で
す
。
ま
た
、
来
年
４
月
１

日
採
用
予
定
の
４
人
の
う
ち

３
人
か
ら
辞
退
届
が
出
て
お

り
、
厳
し
い
状
況
と
な
っ
て

い
ま
す
。

小　

林　

村
職
員
の
自
己
都

合
の
退
職
率
は
県
内
ト
ッ
プ

ク
ラ
ス
で
あ
る
。

総
務
課
長　
小
規
模
自
治
体

で
は
、
退
職
率
で
捉
え
る
と

数
字
だ
け
で
比
較
す
る
の
は

難
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
取
組
に
よ
り
、

事
務
体
制
は
確
保
し
て
お
り
、

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
は
維

持
で
き
て
い
ま
す
。

小　

林　

離
職
者
や
休
職
者

が
多
く
出
て
お
り
、
74
人
の

定
数
に
対
し
て
15
％
程
度
の

人
員
不
足
の
現
状
。
次
年
度

採
用
者
の
辞
退
も
あ
り
、
今

後
も
業
務
負
担
が
解
消
で
き

ず
悪
循
環
が
心
配
さ
れ
る
。

こ
れ
は
危
機
的
状
況
で
は
。

総
務
課
長　
職
員
数
の
確
保

は
危
機
的
状
況
と
は
考
え
て

い
ま
せ
ん
。
68
人
を
74
人
に

増
や
す
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
感
を

持
ち
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

小　

林　

部
活
動
や
学
級
規

模
を
理
由
に
、
近
隣
自
治
体

の
学
校
へ
の
進
学
を
希
望
す

る
声
が
保
護
者
か
ら
出
て
い

る
。
ま
た
、
事
実
と
し
て
出

生
数
が
年
間
５
人
程
度
に
低

下
し
て
お
り
、
宮
ケ
瀬
の
学

校
と
同
じ
よ
う
に
、
極
小
規

模
校
化
と
い
う
問
題
の
議
論

が
ま
た
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
村
外

の
学
校
も
選
択
で
き
る
仕
組

み
や
、
学
校
の
事
務
委
託
に

つ
い
て
の
議
論
は
今
の
う
ち

か
ら
始
め
て
お
く
べ
き
。

教
育
長　
住
所
を
有
す
る
市

町
村
教
育
委
員
会
と
の
協
議

に
基
づ
き
、
他
の
市
町
村
の

教
育
委
員
会
が
受
け
入
れ
を

承
諾
し
た
場
合
は
就
学
す
べ

き
学
校
の
変
更
が
で
き
ま
す

が
、
そ
の
自
治
体
で
生
じ
た

問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ま

ず
そ
の
自
治
体
で
対
応
す
べ

き
と
い
う
考
え
が
ど
の
自
治

体
に
も
根
底
と
し
て
あ
り
、

近
隣
の
市
町
で
も
、
転
出
以

外
の
理
由
で
区
域
外
就
学
を

認
め
る
事
例
は
少
な
く
、
教

育
的
配
慮
に
関
す
る
理
由
で

あ
っ
て
も
、
特
別
な
理
由
が

な
け
れ
ば
な
か
な
か
認
め
ら

れ
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
の

で
、
家
庭
ご
と
の
判
断
に

よ
っ
て
、
近
隣
自
治
体
の
中

学
校
へ
の
入
学
を
認
め
る
こ

と
は
非
常
に
難
し
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

小
規
模
校
で
あ
る
が
ゆ
え

の
い
ろ
い
ろ
な
課
題
に
つ
い

て
は
対
応
を
考
え
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
が
、
学
校
に
関
す

る
問
題
に
つ
い
て
は
、
保
護

者
の
方
と
学
校
で
よ
く
話
し

合
っ
て
い
た
だ
き
、
必
要
が

あ
れ
ば
、
教
育
委
員
会
も
一

緒
に
な
っ
て
対
応
し
て
い
き

ま
す
。

縮小する自治体における行財政の
 見通しについて
～ 33％が市町村合併を検討する必要あり、
 16％が合併の長所や短所が分からないと回答 ～

自治体を越えた中学校進学について
～ 家庭ごとの判断によって、近隣自治体の中学校への
 入学を認めることは非常に難しい ～

小林大介 議員

生徒数54人の緑中（写真右）と3人の宮ヶ瀬中(写真左)
 ※令和６年12月１日現在

9

一
般
質
問



城　

所　

空
き
家
に
関
す
る

現
状
と
課
題
、
空
き
家
対
策

の
各
施
策
に
つ
い
て
の
課
題
、

ま
た
、
空
き
家
を
滞
在
型
施

設
と
し
て
活
用
す
る
際
に
支

援
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
伺

い
ま
す
。

村

長

空
き
家
に
関
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す

る
に
当
た
り
、
74
戸
を
調
査

対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

空
き
家
率
は
６・７
％
と
な

り
、
県
内
市
町
村
で
は
一
番

低
い
率
と
判
明
し
ま
し
た
。

し
か
し
現
在
、
村
の
高
齢

化
率
は
高
い
傾
向
の
た
め
、

空
き
家
率
は
上
昇
傾
向
が
予

想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
空
き

家
を
活
用
す
る
必
要
性
は
高

い
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

各
施
策
に
つ
い
て
の
課
題

で
す
が
、
村
で
は
二
つ
の
補

助
制
度
と
空
き
家
等
情
報
提

供
事
業
を
実
施
し
、
移
住
者

や
定
住
者
の
住
宅
環
境
の
一

端
を
担
っ
て
い
る
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
が
、
新
築
を
求

め
る
移
住
者
に
対
し
て
売
地

が
不
足
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

活
用
が
難
し
い
空
き
家
に
つ

い
て
は
、
解
体
を
促
進
し
て

売
地
に
す
る
な
ど
、
制
度
の

さ
ら
な
る
周
知
を
図
り
ま
す
。

空
き
家
を
滞
在
型
施
設
と

し
て
活
用
す
る
際
に
支
援
を

行
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
観

光
施
策
や
地
域
経
済
の
活
性

化
の
た
め
に
は
必
要
と
考
え

て
い
ま
す
。
現
在
、
国
で
は

関
係
人
口
を
増
や
す
取
組
と

し
て
、
多
拠
点
居
住
や
２
拠

点
居
住
の
利
用
促
進
の
施
策

を
進
め
て
い
ま
す
の
で
、
村

で
も
検
討
を
進
め
て
い
き
ま

す
。

城　

所　

障
が
い
・
引
き
こ

も
り
・
生
活
困
窮き

ゅ
うな
ど
、
生

活
上
の
課
題
を
抱
え
な
が
ら

も
自
ら
援
助
に
ア
ク
セ
ス
で

き
な
い
個
人
や
家
族
に
対
し
、

積
極
的
に
働
き
か
け
る
取
組

が
必
要
と
考
え
ま
す
。

　

ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
と
は
、

援
助
が
必
要
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
自
発
的
に
サ
ー
ビ

ス
を
求
め
よ
う
と
し
な
い
人

に
対
し
、
行
政
や
支
援
機
関

な
ど
が
積
極
的
に
働
き
か
け

て
情
報
・
支
援
を
届
け
る
事

業
で
す
が
、
村
で
の
取
組
に

つ
い
て
伺
い
ま
す
。

　
村

長

村
で
は
、
民
生
委

員
児
童
委
員
が
地
域
の
情
報

を
把
握
し
、
毎
月
開
催
さ
れ

る
定
例
会
議
で
情
報
を
共
有

し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
の
職
員
に
よ
る
家
庭

訪
問
を
実
施
し
、
健
康
状
態

の
確
認
や
家
庭
状
況
の
把
握

な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

何
ら
か
の
不
安
要
素
が

あ
っ
た
場
合
は
、
子
育
て
健

康
福
祉
課
内
で
情
報
を
共
有

し
、
関
係
機
関
と
連
携
し
な

が
ら
、
必
要
な
支
援
へ
と
つ

な
い
で
い
ま
す
。

し
か
し
、
把
握
で
き
な
い

ケ
ー
ス
や
支
援
に
つ
な
げ
ら

れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
、
住
民
皆
さ
ま
の
状
況
を

把
握
し
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス

に
つ
な
げ
ら
れ
る
よ
う
努
め

て
い
き
ま
す
。

空き家対策の現状と今後の活用について
～ 空き家の活用促進は進める必要がある ～

福祉の支援を受けていない方への
 アウトリーチ活動について

～ 住民に寄り添った活動を進める ～

城所 英樹 議員
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国土強靭
じん

化地域計画の
　　　　　　　取り組みについて
～ 地域の特性を踏まえ、
 計画策定に向け取り組んでいる ～

細　

野　

村
の
国
土
強
靭じ
ん

化

地
域
計
画
の
取
組
に
つ
い
て
、

進
捗
状
況
お
よ
び
課
題
が

あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
伺
い

ま
す
。

村

長

国
土
強
靭じ

ん
化
法
の

制
定
か
ら
10
年
が
経
過
し
、

平
成
30
年
12
月
の
国
土
強
靭じ

ん

化
基
本
計
画
の
策
定
か
ら
約

６
年
を
迎
え
た
こ
と
、
ま
た
、

こ
の
間
の
災
害
か
ら
得
ら
れ

た
貴
重
な
教
訓
や
社
会
経
済

情
勢
の
変
化
な
ど
も
踏
ま
え

て
計
画
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、

昨
年
、
令
和
５
年
６
月
に
は
、

国
土
強
靭じ

ん
化
基
本
法
が
改
正
、

同
年
７
月
に
は
、
新
た
な
国

土
強
靭じ

ん
化
基
本
計
画
が
閣
議

決
定
さ
れ
、
デ
ジ
タ
ル
新
技

術
の
活
用
や
地
域
に
お
け
る

防
災
力
の
一
層
の
強
化
が
新

た
に
追
加
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

す
。村

の
国
土
強
靭じ

ん
化
地
域
計

画
で
す
が
、
地
域
強
靭じ

ん
化
の

基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、

対
象
と
す
る
災
害
や
基
本
目

標
を
設
定
し
、
国
の
基
本
計

画
の
方
針
に
準
じ
、
地
域
の

特
性
を
踏
ま
え
、
地
域
強
靭じ

ん

化
を
推
進
す
る
上
で
の
基
本

的
な
方
針
を
定
め
る
こ
と
と

し
、
基
礎
自
治
体
に
お
い
て

も
、
国
や
県
と
の
調
和
を
図

り
、
強
靭じ

ん
化
の
組
織
姿
勢
や

地
域
を
強
靭じ

ん
化
す
る
上
で
の

目
標
を
明
確
化
し
ま
す
。

次
に
、
事
前
に
備
え
る
べ

き
目
標
と
起
き
て
は
な
ら
な

い
最
悪
の
事
態
や
施
策
分
野

を
設
定
し
、
脆ぜ

い
弱
性
の
分
析

や
評
価
、
課
題
の
検
討
を
行

い
、
リ
ス
ク
へ
の
対
応
策
の

検
討
を
定
め
て
い
く
こ
と
に

な
り
ま
す
。

現
在
、
地
域
計
画
の
策
定

作
業
を
全
庁
体
制
で
進
め
て

い
ま
す
が
、
清
川
村
特
定
環

境
保
全
公
共
下
水
道
事
業
ス

ト
ッ
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
計
画

や
本
年
７
月
の
清
川
村
地
域

防
災
計
画
の
改
定
な
ど
、
改

定
し
た
各
種
計
画
と
の
整
合

を
図
る
こ
と
や
脆ぜ

い
弱
性
の
分

析
や
評
価
を
基
に
し
た
リ
ス

ク
シ
ナ
リ
オ
の
対
応
方
策
の

検
討
、
村
特
有
の
課
題
と
し

て
、
村
独
自
で
の
対
応
に
は

限
界
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
村

外
か
ら
の
応
援
を
円
滑
に
受

け
入
れ
る
た
め
の
広
域
的
な

受
援
体
制
の
協
議
な
ど
に
時

間
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
が
、

令
和
７
年
３
月
頃
に
は
素
案

が
示
せ
る
よ
う
、
策
定
作
業

を
進
め
て
い
ま
す
。

ま
た
、
国
で
は
、
改
正
法

に
よ
り
新
た
に
法
定
化
さ
れ

た
国
土
強
靭じ

ん
化
実
施
中
期
計

画
に
つ
い
て
、
令
和
６
年
に

発
生
し
ま
し
た
能
登
半
島
地

震
の
経
験
を
踏
ま
え
、
早
期

の
策
定
に
取
り
掛
か
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
動
向
も
踏
ま
え
、

地
域
計
画
と
の
整
合
性
を
図

り
な
が
ら
、
策
定
作
業
を
進

め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

細野 賢一 議員
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宮ヶ瀬霊園の現状の利用・維持管理状況
今後の施設運営の見通しについて
～ 区画使用率は９７％。利用者からの管理料・
 積立基金を財源として健全な施設運営を図る ～

落　

合　

近
年
の
霊
園
の
動

向
を
見
る
と
、
少
子
高
齢
化

に
よ
る
人
口
減
少
や
核
家
族

化
の
進
展
に
伴
う
家
族
間
の

多
様
化
に
よ
り
、
墓
仕
舞
い

と
言
わ
れ
る
改
葬
、
縁
故
管

理
者
の
不
在
に
よ
る
無
縁
墳

墓
の
増
加
な
ど
、
管
理
問
題

の
懸
念
の
増
加
、
ま
た
、
承

継
者
不
要
の
墓
、
例
え
ば
樹

木
葬
を
選
択
す
る
人
が
増
え

る
な
ど
、
霊
園
運
営
に
関
す

る
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
っ

て
き
て
い
ま
す
。
宮
ヶ
瀬
霊

園
は
、
村
が
管
理
・
運
営
す

る
霊
園
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
動
向
を
踏
ま
え
て
霊
園
の

現
状
と
今
後
の
運
営
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

① 

宮
ヶ
瀬
霊
園
の
現
状
の
霊

園
使
用
者
の
利
用
状
況
に

関
し
て
、
以
下
２
点
を
伺

い
ま
す
。

　

・
霊
園
の
施
設
概
要

　

・
霊
園
の
区
画
利
用
率

② 

宮
ヶ
瀬
霊
園
の
今
後
の
施

設
運
営
の
見
通
し
に
つ
い

て
以
下
２
点
を
伺
い
ま
す
。

　

・ 

現
状
の
霊
園
に
お
け
る

財
政
運
営　

　

・ 

霊
園
の
維
持
管
理
に
関

す
る
今
後
の
計
画

村

長

①
宮
ヶ
瀬
霊
園
は

総
面
積
１
万
８
８
８
７
平
方

㍍
、
９
区
に
分
か
れ
、
１
０

３
９
区
画
の
一
般
墓
所
と
１

区
画
の
永
代
供
養
墓
が
あ
り
、

付
帯
施
設
と
し
て
は
無
料
休

憩
室
を
兼
ね
た
管
理
棟
、
公

衆
ト
イ
レ
、
み
ん
な
の
ト
イ

レ
、
東
屋
、
忠
魂
碑
、
共
同

供
養
塚
お
よ
び
駐
車
場
な
ど

を
備
え
る
、
年
中
無
休
の
施

設
で
す
。
そ
し
て
、
令
和
６

年
10
月
時
点
で
は
、
一
般
墓

所
の
約
97
％
（
１
０
０
５
区

画
）
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

空
き
区
画
に
つ
い
て
は
、

広
報
紙
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

随
時
募
集
を
か
け
て
使
用
者

の
確
保
に
努
め
て
い
ま
す
。

②
財
源
と
維
持
管
理
に
つ
い

て
は
、
永
代
使
用
料
と
年
間

管
理
料
を
財
源
と
し
て
、
施

設
や
設
備
の
維
持
管
理
を
行

う
と
共
に
、
計
画
的
な
改
修

に
は
積
立
基
金
を
活
用
し
、

適
正
な
財
政
運
営
を
行
っ
て

い
ま
す
。

今
後
の
施
設
運
営
に
つ
い

て
は
、
年
中
無
休
の
開
園
を

継
続
す
る
た
め
、
管
理
人
の

常
駐
、
来
園
者
へ
の
案
内
や

周
辺
の
草
刈
り
、
ト
イ
レ
清

掃
な
ど
の
衛
生
面
の
維
持
を

行
い
ま
す
。

ま
た
、
春
や
秋
の
彼
岸
時

期
や
夏
の
お
盆
時
期
に
は
、

宮
の
平
バ
ス
停
留
所
か
ら

宮
ヶ
瀬
霊
園
ま
で
の
往
復
の

無
料
送
迎
バ
ス
を
運
行
す
る

な
ど
し
て
、
来
園
者
が
安
心

し
て
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
る

施
設
運
営
に
引
き
続
き
努
め

て
い
き
ま
す
。

落　

合　

霊
園
を
訪
れ
る
来

園
者
数
に
つ
い
て
、
村
内
外

在
住
区
分
も
併
せ
て
伺
い
ま

す
。

環
境
上
下
水
道
課
長　
在
住

区
分
は
不
明
で
す
が
、
令
和

５
年
の
実
績
で
は
、
年
間
で

は
約
１
万
６
８
０
０
人
、
月

平
均
で
は
約
１
４
０
０
人
の

方
が
来
園
し
て
い
ま
す
。

落　

合　

来
園
者
・
利
用
者

の
意
見
を
収
集
し
、
霊
園
を

改
善
し
て
い
く
こ
と
は
今
後

の
運
営
に
際
し
て
有
用
だ
と

考
え
ま
す
が
、
現
状
の
情
報

収
集
の
方
法
、
そ
れ
ら
来
園

者
の
声
の
反
映
状
況
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

副
村
長　
来
園
者
の
意
見
に

関
し
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
の
問
い
合
わ
せ
で
対

応
し
、
こ
れ
ま
で
に
高
齢
者

の
増
加
に
伴
う
ス
ロ
ー
プ
の

設
置
や
ト
イ
レ
の
洋
式
化
、

東
屋
の
修
繕
な
ど
、
利
用
者

か
ら
の
要
望
に
基
づ
い
て
随

時
計
画
的
に
改
善
し
て
い
ま

す
。
ま
た
、
駐
車
場
も
区
画

ス
ペ
ー
ス
を
広
げ
、
ダ
ム
側

の
駐
車
場
に
関
し
て
も
整
備

し
て
き
ま
し
た
。

今
後
に
つ
い
て
は
、
歩
道

の
傷
み
を
確
認
し
て
い
る
た

め
、
車
椅
子
を
利
用
さ
れ
る

皆
さ
ん
者
の
た
め
に
こ
こ
３

年
間
を
か
け
て
計
画
的
に
修

繕
す
る
な
ど
利
用
者
や
管
理

人
か
ら
の
要
望
を
聞
き
な
が

ら
、
随
時
計
画
的
に
修
繕
を

進
め
、
利
用
し
や
す
い
環
境

を
整
え
て
い
き
ま
す
。

落　

合　

村
長
の
答
弁
に
も

あ
り
ま
し
た「
無
料
休
憩
室
」

で
す
が
、
施
設
の
存
在
自
体

が
周
知
さ
れ
て
い
な
い
状
況

で
す
。
改
善
方
法
に
つ
い
て

伺
い
ま
す
。

環
境
上
下
水
道
課
長　
霊
園

の
開
園
中
は
、
霊
園
の
利
用

者
が
誰
で
も
利
用
で
き
る
よ

う
に
開
い
て
い
ま
す
の
で
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
周
知
や

看
板
の
設
置
な
ど
で
利
用
促

進
を
図
っ
て
い
き
ま
す
。

落合 美和 議員

霊園運営の今後の見通しは
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傍聴に
おいでよ！

　どなたでも本会議を傍聴することができます。

　また、議会全員協議会などの会議も傍聴でき

るようになりました。皆さんの生活に寄与され

る政策は、議会などで諮られています。

　傍聴するための予約は必要なく、当日に「氏

名 」や「住所 」などを受付で書くだけの簡単な

手続きだけです。さぁ、傍聴に行きましょう！

３カ月ごとの議員活動について報告します。なお、詳しい活動内容については、各議員へ直接お問い合わせください。
※ 「〇」は出席、「●」は欠席を表します。
※  この他、「定例会」 「議会運営委員会」「常任委員会」「広報広聴委員会」「議会改革推進委員会」など、議員で構成される委員会な

どを開催しています。
※ 「議長」の職務のみに係る公務は、除きます。詳しくは、ホームページをご覧ください。
※ 掲載する活動期間中に「議員」であった場合でも、本紙発行時に「議員」の職務に就いていない者は掲載から除きます。

月　日 件　　　　名
小
林
大
介

落
合
美
和

細
野
賢
一

笹
原
和
織

山
本
雅
彦

城
所
英
樹

藤
田
義
友

細
野
洋
一

11月  3日 第37回清川やまびこマラソン大会 ● ○ ○ ● ● ○ ● ○

11月19日 自治功労者表彰式・県町村議会議員研修会 ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○

11月23日 宮ヶ瀬クリスマスみんなのつどい点灯セレモニー ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○

11月24日 交通安全村民総ぐるみ大会 ● ● ○ ● ● ○ ● ○

  1月12日 消防出初式 ※団員 ○ ※団員 ○ ○ ※団員 ○ ○

  1月13日 はたちのつどい ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○

他市町議会との連携した活動他市町議会との連携した活動 （ 令和６年度 ）

小田急多摩線延伸を促進する議員連盟
町田市議会、相模原市議会、厚木市議会、愛川町議会、清川村議会

  5月24日 総会 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  2月  5日 研修会 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○

その 他 要望活動 ○ ○

国道246号バイパス建設促進議員連盟
秦野市議会、厚木市議会、伊勢原市議会、中井町議会、大井町議会、松田町議会、清川村議会

  5月27日 総会、研修会 ● ○ ○ ※村監査 ○ ○ ○ ○

10月21日 要望活動 ○

大山丹沢山系鳥獣等問題市町村議員連絡協議会
相模原市議会、秦野市議会、厚木市議会、伊勢原市議会、愛川町議会、清川村議会

  5月23日 総会、研修会 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○

  1月30日 研修会 ○ ○ ○ ● ● ○ ※公務 ○

議員活動報告
（ 令和６年11月〜令和７年１月 ）
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次の定例会の予定日は　３月5日（予定）から
発行／清川村議会
編集／�広報広聴委員会�

委 員 長　小林大介�
副委員長　城所英樹�
委　　員　細野賢一�
委　　員　細野洋一�
委　　員　山本雅彦

〒243-0195　神奈川県愛甲郡
清川村煤ヶ谷2216番地
TEL .046（ 288 ）1576
FAX .046（ 288 ）1767
【E-mail】kiyokawagikai@
town.kiyokawa.kanagawa.jp

皆さんの傍聴をお待ちしています。

編
集
室
か
ら

こ
の
広
報
紙
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

他
県
２
議
会
の「
行
政
視
察
」の
受
入

村
役
場
４
階
・
住
民
セ
ン

タ
ー
集
会
室
で
昨
年
12
月
17
日
、

「
長
野
県
高
山
村
議
会
『
総
務

文
教
常
任
委
員
会
』『
福
祉
産

建
常
任
委
員
会
』
合
同
行
政
視

察
」
で
村
を
訪
れ
た
高
山
村
議

会
を
村
議
会
が
受
け
入
れ
、
自

立
持
続
可
能
性
自
治
体
へ
の
取

組
や
子
育
て
支
援
施
策
、
地
域

活
性
化
施
策
の
取
組
に
つ
い
て

視
察
さ
れ
ま
し
た
。

高
山
村
に
お
い
て
も
規
模
や

施
策
内
容
に
多
少
の
差
は
あ
る

も
の
の
、
本
村
と
近
似
の
施
策

を
実
施
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、

高
山
村
議
会
議
員
か
ら
は
多
く

の
質
疑
が
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

出
席
し
た
村
職
員
を
含
め
て
活

発
な
意
見
交
換
や
情
報
提
供
を

行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
１
月
16
日
に
は
、「
岩

手
県
岩
手
町
議
会
」
が
訪
れ
、

移
住
・
定
住
の
取
組
に
つ
い
て

視
察
さ
れ
ま
し
た
。
近
年
、
同

町
で
も
人
口
の
動
向
に
は
注
視

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
移
住
・

定
住
施
策
の
課
題
が
あ
り
、
本

村
が
実
施
し
て
い
る
事
業
の
説

明
に
対
し
、
多
く
の
質
疑
を
寄

せ
て
い
ま
し
た
。

自
治
功
労
者
表
彰
式
・

町
村
議
会
議
員
研
修
会

大
井
町
で
昨
年
11
月
19
日
、

「
令
和
６
年
度
自
治
功
労
者
表

彰
式
・
町
村
議
会
議
員
研
修
会
」

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
地
方
自

治
の
振
興
発
展
に
功
績
の
あ
る

議
員
に
贈
ら
れ
る
自
治
功
労
者

表
彰
で
は
、
細
野
洋
一
議
長
を

含
む
町
村
議
会
議
員
10
人
が
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。

研
修
会
で
は
常
滑
市
副
市

長
・
山
田
朝
夫
氏
に
よ
る
「
流

し
の
公
務
員
、
霞
が
関
か
ら
現

場
の
旅
へ
」
と
題
し
た
講
演
が

行
わ
れ
、
各
議
員
と
も
識
見
を

広
げ
る
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
７
年
を
迎
え
、
初
め
て
の
議
会
だ
よ
り
と

な
り
ま
す
。

昨
年
は
、
能
登
半
島
地
震
に
始
ま
り
、
議
会
で

も
合
同
行
政
視
察
で
石
川
県
を
訪
れ
、
災
害
対
応

を
研
修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
や
は
り
、

有
事
の
際
に
は
、
一
人
ひ
と
り
の
防
災
意
識
の
向

上
が
大
切
で
あ
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。

１
月
12
日
に
は
、
消
防
出
初
式
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
本
村
で
は
消
防
団
員
が
不
足
し
て
い
る
状

況
が
続
い
て
い
ま
す
。
地
元
の
消
防
団
活
動
に
参

加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
防
災
意
識
を
高
め
、
地

域
貢
献
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
災
害
対
応
力
の
強

化
の
た
め
に
も
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

さ
て
、
本
村
議
会
で
は
、
議
員
の
任
期
満
了
が

近
付
き
、
４
月
20
日
に
は
村
議
会
議
員
選
挙
が
執

り
行
わ
れ
る
予
定
で
す
の
で
、
今
月
号
が
現
在
の

委
員
会
で
の
最
終
号
と
な
り
ま
す
。
議
会
だ
よ
り

を
通
じ
て
、
皆
さ
ま
に
議
会
の
様
子
を
分
か
り
や

す
く
お
伝
え
で
き
て
い
た
の
な
ら
幸
い
で
す
。

次
号
で
は
、
新
た
な
委
員
会
で
発
行
い
た
し
ま

す
の
で
、
ご
意
見
や
ご
要
望
な
ど
が
あ
り
ま
し
た

ら
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。（
城
所
）

長野県高山村議会（写真手前）

表彰される細野議長
（写真提供：神奈川県町村議会議長会）

岩手県岩手町議会（写真手前）

議員や市町村長は、公職選挙法により選挙区内で次の行為は厳禁です！
● 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
● 祭りへの寄付や差入れ　　● 見舞い、中元、歳暮、年賀
●  年賀状など時候のあいさつ状（自筆の答礼を除く）
● 本人出席以外の香典、結婚祝い　など

住民の皆さんが議員に寄付を求めることも禁止されています。
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令和７年３月１日きよかわ議会だより


